
連番

評定

番号

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工体系図、体制台帳提出時）

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工時の当初、変更時）

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工時の当初、変更時）

( )

（施工時の当初、変更時）

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工時　１回/月程度）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工時　１回/月程度）

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工計画書提出時）

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工計画書提出時）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工時適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工時適宜）

（契約後）

( ) ( ) ( ) ( ) ) ( )

（施工中1回程度）

（施工中1回程度）

11

1-Ⅰ-⑥

1-Ⅰ-⑨

12

1-Ⅰ-⑨

○建設業退職金
共済制度 ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ

月以内に提出した。

1

1-Ⅰ-①

2

1-Ⅰ-⑨

3

1-Ⅰ-⑨

5

1-Ⅰ-①

1-Ⅰ-⑨

6

1-Ⅰ-⑨

7A

1-Ⅰ-②

1-Ⅰ-⑨

7B

1-Ⅰ-③

1-Ⅰ-⑨

8

1-Ⅰ-④

・施工体系図または下請負人通知書等

に記載されている業者のみが作業して

いる。

・元請負人がその下請工事の施工に実

質的に関与している。

●施工計画書
・品質管理体制が、書面に適切に記載

されている。

・現場の施工体制（品質管理、安全管

理を含む）が、書面と一致している。

・安全管理体制が、書面に適切に記載

されている。

②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がＯＫであればレマークを記入し、ＯＫでなければ空欄とする。

｢施工プロセス」チェックリスト 別紙４

１．工 事 名

２．工　　期

①本チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必ず必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員等が確認する。

担当監督員　：

工事担当課名：

明治33年1月0日 ～ 明治33年1月0日

考

査

項

目

細

別
確認項目

チェック内容

（チェック時期）

確

認

方

法

書類の提出遅れや監督員による修正があった場合は、空欄としチェックしない

対象 判定 着手前 施工中の確認方法等 完成時

１
施
工
体
制

Ⅰ

施
工
体
制
一
般

●施工体系図、
施工体制台帳

・作業の分担の範囲が、下請業者を含

め、書面に明確に記載されている。
提

出

下請がいる場合対

象

施工体制台帳及び施工体系図を適切に作成している場合は評

価し、作成の必要があるのにしていない場合は評価しない。

全て直営の場合は対象から外す。

・施工体制台帳及び施工体系図を現場

に備え付け、かつ、同一のものを提出

した。

確

認

・

提

出

下請がいる場合対

象

対象事業者に対して社会保険の加入、未加入、適用除外を確認する。

・施工体制台帳に下請負契約書等

（写）（再下請業者を含む。）を添付

している。

提

出

下請がいる場合対

象

・施工体系図を現場の工事関係者及び

公衆の見やすい場所に掲げている。
確

認

下請がいる場合対

象

掲示物の確認については、工事現場における施工体制点検

チェックリストによる点検時の結果等をもとに判定し、是正

指導等がなければ判定欄にチェックを入れる。

4

'1-Ⅰ-

⑨

確

認

下請がいる場合対

象

工事現場における施工体制点検チェックリストによる点検時

の結果等をもとに判定し、是正指導等がなければ判定欄に

チェックを入れる。

確

認

下請がいる場合対

象

工事現場における施工体制点検チェックリストによる点検時

の結果等をもとに判定し、是正指導等がなければ判定欄に

チェックを入れる。

確

認

安全を管理するための体制（計画、社内安パト、記録等）が

明確に施工計画書に記載されている場合は評価する。

提

出

全工事対象

品質を管理するための体制（計画、社内検査等、記録等）が

明確に施工計画書に記載されている場合は評価する。

提

出

全工事対象

全工事対象

施工体制台帳、施工体系図及び施工計画書等による施工体制

に関する記載の内容と現場が一致している場合は評価する。

〇施工体制点検
チェック ・工事規模に応じた人員、機械配置が

なされ施工している。
確

認

全工事対象

人員・機械配置が不適切で、工程の遅れが見られた場合のみ

評価せず、それ以外の場合は評価する。9

1-Ⅰ-⑤

10

1-Ⅰ-⑨

提

出

全工事対象

建設業退職金共済組合等の加入、証紙を購入したうえで、掛

金収納書（発注者用）を指定の様式に添付し、工事請負契約

締結後1ヶ月以内に発注課に提出されていれば評価する。な

お、購入しない場合は、その理由を記載する。

・建設業退職金共済制度（建退共）の

趣旨を下請業者等に説明するととも

に、証紙の購入が適切に行われ、配布

が受け払い簿等により適切に把握され

ている。

提

示

全工事対象

建退共の趣旨が下請業者等に適切に説明され、建退共の対象

者の有無が確認できていて、証紙の管理が適切に行われてい

る場合又は下請業者等が他の退職金制度に加入しているなど

証紙の購入が不要な現場に対して購入しない旨報告を受けた

場合は評価する。対象者の有無が確認できない場合、及び対

象者がいるのに配布していない場合は評価しない。

・「建設業退職金共済制度適用事業主

工事現場」の標識を現場に掲示してい

る。

確

認

全工事対象
掲示物の確認については、工事現場における施工体制点検

チェックリストによる点検時の結果等をもとに判定し、是正

指導等がなければ判定欄にチェックを入れる。

1 ページ



（検査の前等）

（施工中）

（契約後）

（施工中１回程度）

（施工中、月１回程度）

（当初契約時）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（変更時、完成時）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（書類提出時等）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

20

1-Ⅱ-①

1-Ⅱ-⑫

21

1-Ⅱ-②

1-Ⅱ-⑫

22

1-Ⅱ-③

23

1-Ⅱ-④

24

1-Ⅱ-⑤

25

1-Ⅱ-⑥

26

1-Ⅱ-⑫

・契約書、設計図書等を理解し、現場

に反映して工事を行っている。

13

1-Ⅰ-⑦

14

1-Ⅰ-⑧

16

1-Ⅰ-⑨

17

1-Ⅰ-⑨

18A

1-Ⅱ-⑫

１

施
工
体
制

Ⅰ

施
工
体
制
一
般

〇下請検査
・元請業者が、下請業者の施工結果を

十分に検査している。

○請負代金内訳
書 ・請負代金内訳書を契約締結後14日以

内に提出した。

Ⅱ
配
置
技
術
者
/
現
場
代
理
人
/
監
理
技
術
者
/
監
理
技
術
者
補
佐
/
主
任
技
術
者

●コリンズ ・事前に確認を受け、契約締結後土日

祝日を除き10日以内に登録し提出し

た。

○現場代理人
・現場代理人として、工事全体の把握

ができている。

18B

1-Ⅱ-⑫

提

示

下請の作業成果（出来形等）に対して、元請自ら確認し、検

査をしている場合は評価する。

〇支援体制 ・現場における施工体制に対し、本店

支店等による十分な施工体制を整え実

施している。

確

認

全工事対象

提

出

請求した場合対象
請求し、14日以内に提出を受けたら評価する。期限外の提

出、又は提出しなかった場合は評価せず、請求していない場

合は対象外とする。

提

出

500万円以上の工

事の場合対象

下請がいる場合対

象

〇労働保険関係
成立票 ・労災保険関係成立票を工事現場の見

やすい場所に掲示している。
確

認

全工事対象

元請が本・支店と現場間で、定例会議や店社パトロールを実

施しており支援体制が整っていると認められる場合は評価す

る。

掲示物の確認については、工事現場における施工体制点検

チェックリストによる点検時の結果等をもとに判定し、是正

指導等がなければ判定欄にチェックを入れる。

〇建設業許可標
識

・建設業法に定められた標識を正しく

記載し、公衆の見やすい場所に設置し

ている。

確

認

全工事対象
掲示物の確認については、工事現場における施工体制点検

チェックリストによる点検時の結果等をもとに判定し、是正

指導等がなければ判定欄にチェックを入れる。

15

1-Ⅰ-⑨

・事前に確認を受け、変更契約締結後

に登録機関に登録し提出した。
提

出

500万円以上の工

事で変更契約した

場合対象（金額の

みの変更時は不

通知、報告、申出等が書面で行われていれば評価する。

（メール等の補助手段は、監督職員が書面扱いと認めた場合

のみ適用する。）

完成時は

日付入力

無履行ﾁｪｯ

ｸのみ

確

認

全工事対象 理解度が悪い場合のみ評価せず、よく理解していれば評価す

る。

提

出

全工事対象

設計照査については、設計図書の確認として相違がない場合

でも実施し、その報告を書面にて着手前に提出されたことを

確認する。適切な照査を行わなかった為に、手戻りが発生し

た場合は評価しない。

確

認

全工事対象

・工事請負契約約款第18条（条件変更

等）第1項に基づく設計照査を行って

いる。

着手から完成までの期間の現場代理人の対応を判断し、現場

代理人の管理に対する対応を判断する。

19

1-Ⅱ-①

・現場代理人が現場に常駐している 確

認

全工事対象

現場施工の稼働中、特別な理由がある場合を除き常時継続的

に当該現場に滞在していれば評価する。

※「建設工事における技術者等の適正な配置のための手引」3

ページ参照

・現場代理人として、監督職員への通

知、報告、協議等を書面で行ってい

る。

提

出

全工事対象

・書類及び資料が適切に整理されてい

る。
提

出

全工事対象
見やすく整理されていれば評価する。

間違い等が多く適切に書類が作成されていない場合は評価し

ない。

・作業環境、気象、地質条件等の把握

及び対応に努めている。
確

認

全工事対象 請負者の責による苦情、事故、手戻り等があった場合のみ評

価せず、それ以外は評価する。

・現場代理人が全ての下請業者を適切

に把握している。
確

認

下請がいる場合対

象

全ての下請業者を適切に把握しており、入札に参加した業者

が下請業者として作業していない及び下請業者が静岡市の指

名停止期間中でないことが確認できれば評価する。

2 ページ



（施工計画時、施工時適時）

（施工計画時、施工時適時）

（施工時適時）

（施工時適時）

（施工時適時）

( )

（着手前）

( )

（着手前）

( ) ( ) ) ( ) ( ( )

（施工時　１回/月程度）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中、打合せ時）

( )

（着手前）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

( )

（着手前）

( )

（着手前、変更時）

( )

（着手前、変更時）

( )

（着手前、変更時）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

39B

2-Ⅰ-④

40A

2-Ⅰ-⑤

・施工計画書に品質確保のための記載

がある。

・施工計画書に基づき、日常の出来形

管理を適時・適切に行っている。

２

施
工
状
況

Ⅰ

施
工
管
理

・施工計画書に出来形管理のための記

載がある。

36A

2-Ⅰ-①

2-Ⅰ-⑯

・主任（監理）技術者（補佐含む）と

して技術的判断に優れ、良好な施工に

努めている。

○専門技術者

○作業主任者

・施工等に伴う提案又は工夫をもって

工事を進めている。

●設計図書の照
査

・請負契約約款第18条第1項第1号から

3号に係る設計図書の照査を行い、所

定の書面にて提出した。

１

施
工
体
制

Ⅱ
配
置
技
術
者
/
現
場
代
理
人
/
監
理
技
術
者
/
監
理
技
術
者
補
佐
/
主
任
技
術
者

○監理技術者
　（補佐含む）
　（主任技術者）

・現場条件の変化に対して、適切に対

応している。書面(契約書第18条第1項

第4号、5号)の提出や協議を行ってい

36B

2-Ⅰ-①

2-Ⅱ-④

・施工体制、施工状況を把握し、下

請、部下等をよく指導している。

29

'1-Ⅱ-

⑨

30

1-Ⅱ-⑩

31

1-Ⅱ-⑪

32

1-Ⅱ-⑫

33

1-Ⅱ-⑫

28

1-Ⅱ-⑧

1-Ⅱ-⑫

・工事に必要な専門技術者を選任し、

配置しており、主任技術者等通知書に

記載されている。

提

出

・作業に必要な作業主任者を選任し、

配置している。配置の場合、配置が確

認できるよう施工計画書等に記載して

提

出

専門技術者を選任

し配置している場

合対象

専門技術者とは、建設業法の業種に基づく専門工事がある場

合に元請人が配置する技術者のこと。下請けにて配置する場

合は専門技術者とは呼ばないので注意。

・配置予定技術者または主任技術者等

通知書に記載されている技術者（補佐

含む）が本人と同一であった。

確

認

全工事対象

作業主任者を必要

とする作業がある

場合対象

作業主任者を配置しなければならない現場は、施工計画書等

に作業の種類及び氏名が記載する。新規入場者教育や安全

ミーティング（KY活動等）の記録で確認できれば評価する。

配置を要しない現場の場合は、対象欄を空白のままとする。

27

1-Ⅱ-⑫

確

認

全工事対象

下請の有無にかかわらず、施工状況を把握していることが確

認できれば評価する。（部下等とは現場職員の他に下請業者

も含む。）

現場に居ることが少なく、施工等に関与していない場合は評

価しない。

確

認

全工事対象

手戻り、手直し（簡易なものは除く）等があれば評価せず、

技術上の管理が適切に行われている場合は評価する。

現場に居ることが少なく、施工等に関与していない場合は評

価しない。

確

認

全工事対象
工事完成時に、当該項目について判定する。

創意工夫と区別し、創意工夫では加点されない内容であって

も些細な工夫や提案があれば評価する。

提

出

・工事実績情報登録において重複がな

く、現場に専任している。（専任義務

は建築一式工事7,000万円以上、その

他工事3,500万円以上）

確

認

全工事対象

※専任については

金額により対象

提

出

現場条件が変化し

た場合対象

・施工計画書の記載内容が設計図書、

現場条件（周辺状況、制約条件）等を

反映した内容になっている。

提

出

・施工計画書が工事着手前（計画内容

に変更が生じた場合を含む）に提出さ

れている。

提

出

全工事対象

設計照査については、設計図書の確認として相違がない場合

でも実施し、その報告を書面にて着手前に提出されたことを

確認する。

静岡市建設工事共通仕様書巻末資料掲載の設計図書の照査ガ

イドライン参照

37

2-Ⅰ-②

39A

2-Ⅰ-④

38

2-Ⅰ-③

2-Ⅰ-⑯

・主任（監理）技術者（補佐含む）と

しての要件が資格者証等により確認で

きた。

・施工計画や工事に係る工程、技術的

事項を把握し、主体的に係わってい

た。

確

認

全工事対象

34

1-Ⅱ-⑫

提

出

全工事対象
着手前に提出され、資格証または経歴書を添付している。

35

1-Ⅱ-⑫

管理技術者補佐を専任で置いている場合、技術者の専任は２

件まで可能

提

出

全工事対象
設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている場

合は評価し、反映されていない場合（記載不足等）や間違い

が多い場合は評価しない。

静岡市建設工事共通仕様書巻末資料掲載の工事請負契約にお

ける設計変更ガイドライン参照

確

認

全工事対象

施工計画書に記載された出来形管理のための内容が、現場に

反映されていれば評価する。

●施工計画書

全工事対象 施工計画書に出来形管理のために確認する項目、検査時期、

出来形管理表、工夫等があれば評価する。

提

出

全工事対象
施工計画書（作業要領書含む）が工事着手前に提出されてい

る場合は評価し、提出以前に次工程に進んでいる場合は評価

しない。

全工事対象 施工計画書に品質確保のために確認する項目、検査時期、

チェック表、工夫等があれば評価する。

3 ページ



( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（着手前、変更時）

（施工中適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

（完成時）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

（施工中適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

( )

（施工中適宜）

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（着手前、施工中適宜）

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（着手前、施工中適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

（完成時）

55

2-Ⅱ-⑤

46B

2-Ⅰ-⑪

47

2-Ⅰ-⑫

48

2-Ⅰ-⑬

49

2-Ⅰ-⑭

50

2-Ⅰ-⑮

2-Ⅰ-⑯

・独自のチェックリスト等の管理基準

により、管理されている。

52

2-Ⅱ-①

2-Ⅱ-⑨

53

2-Ⅱ-②

54

2-Ⅱ-③

2-Ⅱ-⑨

51

2-Ⅰ-⑮

2-Ⅰ-⑯

○建設副産物及
び建設廃棄物

・受注者が産業廃棄物管理票（マニフェス

ト）または電子マニフェストにより適正に

処理されていることを確認し、監督員に提

示した。

41

2-Ⅰ-⑧

2-Ⅰ-⑯

40B

2-Ⅰ-⑤

42

'2-Ⅰ-

⑥

3-Ⅰ-②

45

2-Ⅰ-⑩

44

2-Ⅰ-⑨

2-Ⅰ-⑯

46A

2-Ⅰ-⑪

3-Ⅰ-①

・施工計画書に基づき、日常の品質管

理を適時・適切に行っている。

●打合せ簿

●出来形、品質
・一工程の施工の検査・確認の報告

が、適時に行われている。

・建築材料（以下「材料」）、設備機

材（以下「機材」）に関する資料の整

理及び確認がなされている。

・低騒音、低振動及び排出ガス対策型

の建設機械及び車両を使用している。

Ⅰ

施
工
管
理

２

施
工
状
況

Ⅱ

工
程
管
理

●工程表

・記載内容と現場施工方法が一致して

いる。
確

認

・使用する材料・機材の調達の計画及

び搬入後の管理が適切である。
確

認

・再生資源利用計画書及び再生資源利

用促進計画書を所定の様式に基づき作

成し、施工計画書に含めて提出した。

全工事対象

施工計画書の記載内容が施工方法と一致していれば評価す

る。

●施工図 ・施工図作成にあたり、関連工事等と

遅滞なく、調整が十分に図られてい

る。

確

認

全工事対象

施工計画書に記載された品質管理のための内容が、現場に反

映されていれば評価する。

・現場内での整理整頓が、日常的に行

われている。
確

認

全工事対象

現場内の整理整頓の状態を観察し、判断する。

現場に臨場した時（施工体制点検等）にチェックする。

43

2-Ⅰ-⑦

提

出

全工事対象

施工報告書での報告が書面で適時行われ、出来形及び品質管

理が適切であれば評価する。

提

出

全工事対象

関連工事及び現場状況と調整され、出来形等が確認できる施

工図が遅滞なく作成されていれば評価する。

・工事打合せ書等の工事記録の整備

が、適時、適切に行われている。
提

出

全工事対象

工事記録（工事打合せ簿、工事写真、材料搬入、施工報告、

施工記録、試験記録等及び監督職員が指示したもの）が適時

的確に行われている場合は評価する。（静岡市建設工事共通

仕様書巻末資料掲載の工事打合せ簿参照）

全工事対象

適切な材料・機材の承諾図等（カタログ等）が事前に提出さ

れ、整理されていれば評価する。

全工事対象

必要な時に必要な量を手配及び搬入しており、搬入後の管理

状況が良ければ評価する。

・社内検査が計画的に行われている。 提

示

全工事対象 施工計画書において定めた社内検査員（品質管理担当者等）

により適時、現場の検査が行われていれば評価する。

提

示

提

出

・現場での工程管理を詳細工程表やパ

ソコン等を用いて、日常的に把握して

いる。

提

出

施工時に適宜確認し、工事完成時に当該項目を判定する。

）

副産物及び再生資

源利用がある場合

対象

関連工事の工程も加味された実施工程表や、週間工程表が提

出されているかを判断する。

確

認

主要な建設機械を

使用した場合対象

主要な建設機械に低騒音、低振動及び排出ガス対策型建設機

械を使用していれば評価する。重機等を使用しない場合また

は供給側の問題で調達できない場合等で監督職員に事前に報

告があった場合は対象欄を空白のままとする。

提

出

全工事対象

自社独自のチェックリスト等の管理基準やマニュアルを用い

て、現場管理が日常的に行われていれば評価する。

工事完成時に当該項目についてマニフェスト等の提示を請求

し判定する。

提

出

全工事対象

月間・週間工程表等で工事の進捗を把握していれば評価す

る。

副産物及び再生資

源利用がある場合

対象

コブリスID （

・施工前に各種工程表を提出してい

る。
提

出

全工事対象

・工程の把握に努め、必要に応じ、

フォローアップを行っている。
確

認

全工事対象

工程のフォローアップを行っている場合又は工程の遅れがな

く、フォローアップが不要な場合は評価する。

・工程に関する各種制約等があるにも

かかわらず、工期内にスムーズに作業

を行っている。

確

認

各種制約があった

場合対象

各種制約（作業時間の制限、車両通行規制等）のある中、ス

ムーズに作業が行われた場合は評価し、制約がなかった場合

については対象外とする。

●施工計画書

4 ページ



（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工時　１回/月以上）

（施工中　１回/月以上）

（完成時）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工時　１回/月以上）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

61

2-Ⅲ-③

62

2-Ⅲ-④

2-Ⅲ-⑭

63

2-Ⅲ-⑤

2-Ⅲ-⑭

64

2-Ⅲ-⑥

2-Ⅲ-⑭

65

2-Ⅲ-⑦

66

2-Ⅲ-⑧

2-Ⅲ-⑭

67

2-Ⅲ-⑨

2-Ⅲ-⑭

68

2-Ⅲ-⑩

2-Ⅲ-⑭

56

2-Ⅱ-⑥

57

2-Ⅱ-⑦

58

2-Ⅱ-⑧

59

2-Ⅲ-①

2-Ⅲ-⑭

70

2-Ⅲ-⑫

71

2-Ⅲ-⑬

2-Ⅲ-⑭

・休日・代休の確保を行っている。

・受注者の責による夜間や休日の作業

がない。
確

認

確

認

確

認

近隣住民（入居官署等を含む）に対して資料等を配布するな

ど工事に対する理解を求め、工程の調整を行った場合は評価

する。

全工事対象 受注者の責による予定外の休日・夜間の作業がない場合は評

価する。

全工事対象 工事記録簿等に代休や振替休日の記載があり、不整合がない

ことを確認し、判定する。

全工事対象

パトロールの実施が書面により確認できれば評価する。

確

認

全工事対象
安全確認事項が適切で指摘がない、または指摘を受けたがそ

の後の措置が適切であれば評価し、安全確認関係が不適切、

または再三の改善指示があれば評価しない。

Ⅱ

工
程
管
理

○工事記録簿

確

認

・各種安全パトロールで指摘を受けた

事項について、速やかに改善を図り、

かつ関係者に是正・指示している。

Ⅲ

安
全
対
策

○安全活動
・災害防止協議会等を実施し、記録が

ある。
提

示

下請がいる場合対

象

・店社パトロールを１回/月以上実施

し、記録が整備されている。

・安全教育・訓練等を実施し、記録が

ある。

安全訓練は作業員全員の参加により月

当り半日以上の実施が確認できること

安全衛生委員会や安全訓練とは別物なので混在しないように

注意すること。

施工時に適宜現場確認し、工事完成時に書類の提示にて当該

項目について判定する。（安全訓練に参加していない作業員

等の参加が確認できる。）

・新規入場者教育を実施し、記録があ

る。
提

示

全工事対象
施工時に適宜現場確認し、工事完成時に書類の提示にて当該

項目について判定する。（安全訓練に参加していない作業員

等の参加が確認できる。）

施工時に適宜現場確認し、工事完成時に当該項目について判

定する。

・重機操作に際して、誘導員配置や重

機と人の行動範囲の分離措置がなされ

ている。

確

認

機械使用がある場

合 監督員による臨場又は写真等で確認できれば評価する。

・山留め、仮締切等の点検及び管理を

実施し、記録がある。
提

示

当該作業がある場

合対象

提

出

全工事対象

・安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施

し、記録がある。
提

示

全工事対象

・現場の各工程において適時適切に、

安全管理の措置をしている。
確

認

点検及び管理状況の記録（チェックリスト等）があれば評価

する。

・足場、支保工の組立完了時・使用中

の点検及び管理を実施し、記録があ

る。

確

認

全工事対象 監督員による臨場又は写真等で確認し、計画書や状況写真が

整備されていれば評価する。

提

示

当該作業がある場

合対象

点検及び管理状況の記録（チェックリスト等）があれば評価

する。

足場や支保工がない場合は対象外とする。

69

2-Ⅲ-⑪

2-Ⅲ-⑭

使用機械、工具、車両等の持ち込み時点検、日常点検、法定

検査の記録、取扱者の任命と表示などを確認できる場合は評

価する。

・工事現場における保安設備等の設

置・管理が適切であり、よく整備され

ている。

啓発、PR、下請業者に対する指導等を行い、過積載防止の記

録が確認できた場合は評価する。

・機械・車両等点検整備等を実施し、

記録がある。
提

示

全工事対象

過積載防止対策を実施し、記録があ

る。
提

示

過積載の対象とな

る運搬作業がある

場合対象

○仮設備点検等

全工事対象

全工事対象

・近隣住民（入居官署等を含む）との

調整を積極的に行い、円滑な工事進捗

を行っている。

60

2-Ⅲ-②

2-Ⅲ-⑭

２

施
工
状
況

5 ページ



（施工中適宜）

（施工中適宜）

( )

（施工中適宜）

（完成時）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中、完成時）

２

施
工
状
況

Ⅳ

対
外
関
係

入居官署に対して、受注者として保守管理（取扱説明を含

む）についての資料を整理し、十分な説明を行っている又は

行う予定が決定している場合は評価する。資料がなく説明を

行っていない又は行う予定が決定していない場合は評価しな

い。

調整等が必要な場

合対象

○イメージアップ
・現場のイメージアップに取り組んで

いる。

72

2-Ⅳ-①

2-Ⅳ-⑦

73

2-Ⅳ-②

2-Ⅳ-⑦

・関係官署との調整等を実施し、記録

がある。
提

示

74

2-Ⅳ-⑦

道路管理者、河川管理者、交通管理者等の各管理者との調整

を対象とする。対応があった場合に所定の様式（静岡市建設

工事共通仕様書の巻末資料181）により記録が整理されている

ことを提示にて確認する。

・近隣住民・入居官署等との調整等を

実施し、記録がある。
提

示

全工事対象 適切な調整をした事実が記録等で確認できれば評価し、何も

調整した事実がない場合は評価しない。

関連工事・工種との調整を実施し、記録（打合せ議事録、工

程表、施工計画書等）があれば評価する。

確

認

全工事対象

・関連工事等との調整等を実施し、記

録がある。
確

認

関連工事がある場

合対象

・引渡し時に入居官署に対し、保守管

理について適切な説明を行っている。
75

2-Ⅳ-③

確

認

全工事対象

・不可視部となる出来形が、工事写

真、施工記録等により確認できる。
埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる部分は、工事写真に

より確認できれば評価する。（撤去対象物を含む）

確

認

全工事対象

・工事の目的及び内容を、工事看板な

どにより地域住民や通行者等に分かり

やすく周知している。

確

認

全工事対象
工事看板、広報誌、ホームページ等により、工事の目的及び

内容等を地域住民等に分かりやすく周知している場合は評価

する。

企業努力の範囲内で評価する。（例：休憩所、水洗便所、

シャワー室や夜間照明設備の設置等作業環境の改善、仮囲い

のデザインフラワーボックスの設置等作業現場の美化、工事

のPR）

・近隣住民（入居官署等を含む）対策

を実施し、苦情がない。または苦情に

対して適切な対応を行い、以後トラブ

ルがない。

確

認

全工事対象

近隣住民（入居官署等含む）から、苦情がなかった又は苦情

に対して的確に対応した場合は評価する。

不適切又は発注者任せの対策による対応であるか、軽微な苦

情が再三ある場合は評価しない。

・現場における出来形が設計図書を満

足し、適切な施工である。
確

認

全工事対象

躯体・仕上げにおいては出来形が許容範囲内であることが確

認できれば評価する。設備工事においては機器の設置位置、

材料の施工寸法、電気配管配線、水配管及びダクトの経路等

の適切さが確認できれば評価する。

施工の出来形に対する確認記録（出来形管理表等）があり、

内容が適切であれば評価する。

全工事対象

確

認

全工事対象

現場における出来形が管理記録（出来形管理表等）と相違な

いことが確認でき、かつ現場での出来形が良好であれば評価

する。

・出来形の管理方法を工夫している。 確

認

全工事対象 管理基準より厳しい独自の自社管理基準で出来形管理をして

いることが確認できれば評価する。

・解体又は撤去を含む工事の場合、撤

去対象物の範囲等が確認でき、処分が

適切である。

確

認

解体、撤去を含む

工事の場合対象

撤去対象物の名称、数量、範囲等が関係資料により確認でき

れば評価する。

最低限マニフェストによる確認を行う。

・出来形の管理記録が適切にまとめら

れており、結果が良好である。

３

出
来
形
及
び
出
来
ば
え

Ⅰ

出
来
形

○出来形

確

認

76

2-Ⅳ-④

77

2-Ⅳ-⑤

78

2-Ⅳ-⑥

79

3-Ⅰ-③

82

3-Ⅰ-⑥

83

3-Ⅰ-⑦

84

3-Ⅰ-⑧

・施工計画書等で定めた出来形の管理

基準に基づき、管理している。

○関係機関等

80

'3-Ⅰ-

④

81

3-Ⅰ-⑤

6 ページ



（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

（施工中適宜）

３

出
来
形
及
び
出
来
ば
え

Ⅱ

品
質

・施工の各段階における完了時の、品

質が適切である。
確

認

直工２百万円以上

の場合対象

・品質確認記録の内容が、適切であ

る。
確

認

直工２百万円以上

の場合対象
機材・製品の品質確認を行ってることが書面等で確認できれ

ば評価する。

施工の各段階における品質が施工計画書に記載された要領、

管理方法等で管理されていることが確認できれば評価する。

86

3-Ⅱ-②

直工２百万円以上

の場合対象

85

3-Ⅱ-①

埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる機材の材質、性能、

機能等の適切さが工事写真により確認できれば評価する。

設計図書等に規定された材料・製品が制作図、カタログ等で

確認できれば評価する。

・内外仕上げ工事における施工の品質

が、良好である。
確

認

直工２百万円以上

かつ内外仕上げ工

事を含む場合対象

○品質

建築工事

・材料・製品の品質が、承諾図等によ

り確認でき、設計図書を満足してい

る。

確

認

直工２百万円以上

の場合対象

確

認

直工２百万円以上

の場合対象

・施工の各段階における完了時の試験

方法及び記録の方法が、適切である。
確

認

直工２百万円以上

の場合対象
施工の各段階における各種試験や記録の内容が適切であれば

評価する。

確

認

機材及び施工の品質が、良好である。 確

認

設計図書等に規定された機材の品質が承諾図、カタログ（機

器の耐震計算書を含む）等で確認できれば評価する。

機材及び施工の品質が、良好である。

ダクト及び配管の試験（風量、振動、騒音、耐圧、水圧、通

水等）、動作、絶縁抵抗等個々の施工に関する試験等に合格

していることが試験成績書等で確認でき、適切な施工であれ

ば評価する。

確

認

直工２百万円以上

の場合対象

確

認

・システムの性能及び機能に関する試

運転、確認方法等が適切であり、記録

の内容が設計図書を満足している。

確

認

直工２百万円以上

の場合対象
埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる機材の材質、性能、

機能等の適切さが工事写真等により確認できれば評価する。

直工２百万円以上

の場合対象
施工の各段階における各種試験や記録の内容が適切であれば

評価する。

・品質確認記録の内容が、適切であ

る。

102

3-Ⅱ-⑥

○品質

電気設備工事

受変電設備工事

・不可視部分の品質を確認できる工事

写真、施工記録等が整備されている。

確

認

直工２百万円以上

の場合対象

94

3-Ⅱ-④

機材の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評

価する。

設計図書等に規定された性能及び機能（空調温・湿度、監視

制御、風量、水量、騒音値、飲料水水質等）の確認方法に工

夫があり、記録の内容が設計図書を満足していれば評価す

る。

91

3-Ⅱ-①

92

3-Ⅱ-②

・機材の品質が、承諾図等により確認

でき、設計図書を満足している。

確

認

・品質確認記録の内容が、適切であ

る。

・不可視部分の品質を確認できる工事

写真、施工記録等が整備されている。
確

認

・システムの性能及び機能に関する試

運転、確認方法等が適切であり、記録

の内容が設計図書を満足している。

96

3-Ⅱ-⑥

97

3-Ⅱ-①

98

3-Ⅱ-②

95

3-Ⅱ-⑤

確

認

90

3-Ⅱ-⑥

88

3-Ⅱ-④

89

3-Ⅱ-⑤

内外仕上げ工事における施工の品質が施工計画書に記載され

た要領、管理方法等で管理されていることが確認できれば評

価する。

機材の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評

価する。

直工２百万円以上

の場合対象

確

認

直工２百万円以上

の場合対象
埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる機材の材質、性能、

機能等の適切さが工事写真等により確認できれば評価する。

設計図書等に規定された機材の品質が承諾図、カタログ（機

器の耐震計算書を含む）等で確認できれば評価する。

直工２百万円以上

の場合対象

直工２百万円以上

の場合対象

設計図書等に規定された性能及び機能（シーケンス、総合動

作等）の確認方法に工夫があり、記録の内容が設計図書を満

足していれば評価する。

・施工の各段階における完了時の試験

方法及び記録の方法が、適切である。

絶縁抵抗、耐電圧、動作試験等個々の施工に関する試験等に

合格していることが試験成績書等で確認でき、適切な施工で

あれば評価する。

直工２百万円以上

の場合対象

101

3-Ⅱ-⑤

99

3-Ⅱ-③

・機材の品質が、承諾図等により確認

でき、設計図書を満足している。

・不可視部分の品質を確認できる工事

写真、施工記録等が整備されている。

直工２百万円以上

かつ躯体工事を含

む場合対象

各種構造の躯体工事における施工の品質が施工計画書に記載

された要領、管理方法等で管理されていることが確認できれ

ば評価する。

100

3-Ⅱ-④

確

認

93

3-Ⅱ-③

○品質

冷暖房衛生工事

機械設備工事

・躯体工事における施工の品質が、良

好である。

確

認

直工２百万円以上

の場合対象

87

3-Ⅱ-③
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